
〔
一審
判
決
〕

平
成
一
六
年
三

月
一
七
日

千
葉
地
方
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
三
条
が
適
用
さ
れ
、
国
又
は
公
共
団
体
の

責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
①
公
の
営
造
物
で
あ
る

こ
と
、
②
公
の
営
造
物
の
設
置
･
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
こ

と
、
③
損
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
④
公
の
営
造
物
の

設
置
･
管
理
の
瑕
疵
と
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る

こ
と
の
要
件
が
必
要
で
あ
り
、
｢営
造
物
の
設
置
又
は
管

理
の
瑕
疵
｣
と
は
、
｢営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性

を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
｣
と
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
県
道
を
歩
行
中
に
河
川
に
転
落

し
て
傷
害
を
負
い
そ
の
後
死
亡
し
た
事
故
に
付
き
、
死
亡

し
た
歩
行
者
の
相
続
人
が
、
事
故
は
道
路
と
河
川
と
の
間

-三 ね ,
　

　
　 　 　

に
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
起
き

た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
等
に
基

づ
き
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
例
の
う
ち
道
路
管
理
者

に
関
係
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
前
回
に
続
き
道
路
の
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
お
け
る
判
断

を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
事
案
の
概
要

本
件
は
、
A
が
一
般
県
道
を
歩
行
中
に
河
川
に
転
落
し

て
傷
害
を
負
い
、
そ
の
後
死
亡
し
た
事
故
に
付
き
、
A
の

相
続
人
で
あ
る
原
告
ら
が
、
上
記
事
故
は
、
道
路
と
河
川

と
の
間
に
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

り
起
き
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
①
被
告
D
及
び
そ
の
妻

被
告
E
ら

(以
下

｢被
告
D
ら
｣
と
い
う
。)
は
、
以
前

上
記
道
路
と
河
川
と
の
間
に
設
置
さ
れ
て
い
た
防
護
柵
を

撤
去
し
た
も
の
で
あ
り
、
上
記
撤
去
行
為
及
び
防
護
柵
を

復
旧
せ
ず
放
置
し
た
こ
と
は
不
法
行
為
に
当
た
り
、
ま

た
同
被
告
ら
は
工
作
物
の
占
有
者
と
し
て
の
責
任
を
負

う
、
②
上
記
事
故
当
時
、
上
記
箇
所
に
防
護
柵
が
存
在

し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
被
告
千
葉
県
に
よ
る
上
記
道
路

又
は
河
川
の
設
置
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
る
、
と
主
張
し
て
、
被
告
D
ら
に
対
し
民
法
七
〇

九
条
、
七
一
七
条

一
項
に
基
づ
き
、
被
告
千
葉
県
に
対

し
国
家
賠
償
法
二
条

一
項
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
を
請

求
し
た
事
案
で
あ
る
。

1

争
い
の
な
い
事
実
等

①
A
は
、
平
成

一
五
年
一
月
一
四
日
午
前
九
時
四
〇

分
こ
ろ
、
一
般
県
道
勝
浦
停
車
場
線

(以
下

｢本
件

道
路
｣
と
い
う
。)
を
、
J
R
勝
浦
駅

(勝
浦
駅
)
か

ら
一
般
国
道
二
九
七
号
線

(以
下

｢国
道
二
九
七
号

線
｣
と
い
う
。
)
に
向
か
っ
て
歩
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

沿
道
住
民
に
よ
り
防
護
柵
が
撤
去
さ
れ
た

道
路
の
設
置
文
は
管
理
の
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

ー
千
葉
県
道
防
護
柵
不
全
歩
行
者
転
落
事
件
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦



二
級
河
川
墨
名
川

(以
下

｢墨
名
川
｣
と
い
う
。)
に

墨
名
橋
の
手
前
ま
で
、
本
件
道
路
の
左
右
い
ず
れ

掛
か
る
墨
名
橋
の
、
勝
浦
駅
寄
り
の
先
端
付
近

(以
下

の
則
に
も

少
噴
は
な
い
ミ
、

首
と

ェ

｢墨
名
橋
の
手
前
｣
と
い
う
。)
か
ら
、
墨
名
川
河
床
の

｢犬
走
り
｣
と
呼
ば
れ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
上
に
転
落
し

た
。
(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。)

A
は
、
本
件
事
故
に
よ
り
、
第
一
腰
椎
圧
迫
骨
折
の

傷
害
を
負
っ
た
。

②
A

(大
正
一
三
年
五
月
生
ま
れ
)
は
、
平
成
一
五
年

四
月
七
日
、
七
人
歳
で
死
亡
し
た
。

原
告
B
は
A
の
妻
で
あ
り
、原
告
C
は
A
の
子
で
あ
る
。

③
本
件
道
路
の
管
理
者
は
被
告
千
葉
県
で
あ
り

(道
路

法

一
五
条
)、
墨
名
川
の
管
理
者
は
千
葉
県
知
事
で
あ

っ
た

(河
川
法
一
〇
条
一
項
)。

④
本
件
事
故
当
時
の
、
本
件
道
路
及
び
墨
名
橋
の
手
前

付
近
の
状
況
は
別
紙
図
面
及
び
次
の
ア
な
い
し
オ
の
と

お
り
で
あ
る
。

ア

本
件
道
路
は
、
勝
浦
駅
前
の
広
場
と
国
道
二
九
七

号
線
を
結
ぶ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
た
片
側
一

車
線
の
ほ
ぼ
直
線
の
道
路
で
あ
り
、
墨
名
橋
の
手
前

ま
で
は
、
本
件
道
路
の
総
幅
員
は
八
･
一
九
m
(う

ち
車
道
幅
員
が
五
･
五
m
、
国
道
二
九
七
号
線
方
向

に
対
し
て
左
の
路
肩

〔本
件
左
路
肩
〕
の
幅
員
が

一
･
三
m
、
同
じ
く
右
の
路
肩
の
幅
員
が
一
･
三
九

m
)
で
あ
っ
た

(な
お
以
下
、
国
道
二
九
七
号
線
方

向
に
向
か
っ
て
左
方
向
を
左
、
同
様
に
右
方
向
を
右

と
し
て
記
載
す
る
。)。

の
側
に
も
歩
道
は
な
い
が
、
車
道
と
左
右
の
各
路
肩

と
の
間
に
白
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
左

路
肩
内
の
左
側
部
分
に
幅
六
七
皿
の
蓋
付
側
溝

(以

下

｢本
件
側
溝
｣
と
い
う
。)
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

本
件
側
溝
は
本
件
道
路
に
沿
っ
て
、
墨
名
橋
の
手
前

ま
で
続
い
て
い
た
。

本
件
道
路
は
、
墨
名
橋
の
手
前
付
近
か
ら
国
道
二

九
七
号
線
に
向
か
っ
て
、
墨
名
川

(川
幅
七
m
、
道

路
面
か
ら
護
岸
擁
壁
下
小
段
ま
で
の
深
さ
約
三

m
)

の
上
に
架
か
る
墨
名
橋
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
総
幅

員
は
六
･
三
m
、
う
ち
車
道
幅
員
は
五
･
五
m
で
、

左
右
い
ず
れ
の
例
に
も
歩
道
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
本
件
道
路
は
、
墨
名
橋
の
手
前
付
近

で
、
総
幅
員
一
･
八
九
m
狭
く
な
っ
て
い
た
。

イ

本
件
側
溝
は
、
墨
名
橋
の
手
前
で
、
墨
名
川
に

-
-
二
m
突
出
す
る
形
で
途
切
れ
て
お
り
、
墨
名
川

に
突
出
し
た
部
分
の
う
ち
、
先
端
部
四
七
皿
(本
件

側
溝
先
端
部
)
に
は
蓋
が
な
か
っ
た
。

ウ

本
件
側
溝
先
端
部
付
近
の
本
件
道
路
上

(本
件
側

溝
先
端
部
付
近
)
に
、
墨
名
川
へ
の
転
落
を
防
止
す

る
た
め
の
防
護
柵
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

エ

本
件
側
溝
最
先
端
の
右
側
の
本
件
左
路
肩
内
に
、

高
さ
六
七
皿
の
白
色
の
支
柱

(本
件
支
柱
)
が
存
在

し
た
。

本
件
支
柱
か
ら
勝
浦
駅
に
向
か
っ
て
約
一
･
七
m

離
れ
た
、
左
路
肩
内
及
び
本
件
側
溝
の
右
側

(車
道

と
左
路
肩
と
の
境
を
示
す
白
線
の
左
端
か
ら
の
距
離

は
約

一
六
皿
)
に
位
置
す
る
地
点
に
道
路
標
識
柱

(本
件
標
識
柱
)
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

本
件
標
識
柱
の
、
国
道
二
九
七
号
線
方
向
に
向
け

て
す
ぐ
手
前
に
は
、
ジ
ャ
ン
ボ
デ
リ
ネ
ー
タ
ー
と
呼

ば
れ
る
、
高
さ
九
七
皿
、
反
射
板
の
直
径
三
四
皿
の

円
形
の
視
線
誘
導
標

(本
件
視
線
誘
導
標
)
が
設
置

さ
れ
て
い
た
。

オ

墨
名
橋
の
手
前
付
近
の
本
件
道
路
の
左
に
は
被
告

D
ら
の
居
宅

(以
下

｢D
宅
｣
と
い
う
。)
の
駐
車

ス
ペ
ー
ス

(本
件
駐
車
ス
ペ
ー
ス
)
が
あ
り
、
本
件

駐
車
ス
ペ
ー
ス
と
墨
名
川
と
の
間
に
防
護
柵
は
存
在

し
な
か
っ
た
。

◎
平
成
一
三
年
五
月
こ
ろ
ま
で
は
、
国
道
二
九
七
号
線

方
向
に
対
し
、
本
件
側
溝
先
端
部
付
近
に
、
本
件
支
柱

を
右
の
支
柱
と
し
、
本
件
側
溝
の
左
側
の
本
件
駐
車
ス

ペ
ー
ス
内
に
立
て
た
支
柱
を
左
の
支
柱
と
す
る
防
護
柵

(本
件
旧
防
護
柵
)
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
、
D

宅
を
建
て
替
え
る
に
際
し
、
被
告
D
が
駐
車
ス
ペ
ー
ス

を
拡
大
す
る
た
め
、
建
設
業
者
に
依
頼
し
て
本
件
旧
防

護
柵
を
撤
去
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
本
件
事
故
が
発
生
す
る
ま
で
防
護
柵
の
復

旧
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。



三

主
意
争
点
と
当
事
者
の
主
張

1

主
な
争
点

①
本
件
事
故
発
生
の
経
緯

(A
の
転
落
経
路
及
び
事
故

態
様
)

②
本
件
道
路
又
は
墨
名
川
の
設
置
又
は
管
理
に
国
家
賠

償
法
二
条
一
項
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か

③

(上
記
②
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合
)

当
該
瑕
疵
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係

④
ア

被
告
D
に
民
法
七
〇
九
条
又
は
七
一
七
条
一
項

に
基
づ
く
不
法
行
為
責
任
が
成
立
す
る
か
否
か

イ

被
告
E
に
民
法
七
〇
九
条
又
は
七
一
七
条
一
項

に
基
づ
く
不
法
行
為
責
任
が
成
立
す
る
か
否
か

◎
損
害

(過
失
相
殺
)

2

争
点
に
対
す
る
当
事
者
の
主
張

①
争
点
①
｢本
件
事
故
発
生
の
経
緯

(A
の
転
落
経
路

及
び
事
故
態
様
)｣
に
つ
い
て

(原
告
ら
の
主
張
)

A
は
、
本
件
側
溝
に
沿
っ
て
歩
行
中
、
誤
っ
て
本
件

側
溝
先
端
部
付
近
か
ら
転
落
し
た
。

(被
告
千
葉
県
の
主
張
)

不
知
。

②
争
点
②
｢本
件
道
路
又
は
墨
名
川
の
設
置
又
は
管
理

に
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
｣

に
つ
い
て

(原
告
ら
の
主
張
)

本
件
道
路
の
、墨
名
橋
の
直
前
で
幅
員
が
狭
く
な
り
、

本
件
側
溝
が
川
に
突
出
し
た
形
で
途
切
れ
て
い
る
と
い

う
状
況
、
本
件
道
路
は
比
較
的
多
く
の
自
動
車
が
高
速

で
通
行
す
る
道
路
で
あ
り
、
国
道
二
九
七
号
線
方
向
を

進
行
方
向
と
し
て
本
件
道
路
を
通
行
す
る
歩
行
者
は
、

後
ろ
か
ら
進
行
し
て
く
る
車
に
注
意
し
つ
つ
、
本
件
道

路
の
左
側
に
寄
っ
て
歩
行
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど

に
照
ら
せ
ば
、
本
件
道
路
又
は
墨
名
川
に
防
護
柵
が
設

置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
本
件
道
路
又
は
墨
名

川
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
べ

き
で
あ
り
、
被
告
千
葉
県
に
よ
る
本
件
道
路
又
は
墨
名

川
の
設
置
又
は
管
理
に
は
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
瑕

疵
が
あ
る
。

(被
告
千
葉
県
の
主
張
)

争
う
。
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
瑕
疵
と
は
、
公
の

営
造
物
が
通
常
備
え
る
べ
き
安
全
性
を
欠
く
場
合
を
指

す
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
①
塁
名
橋
の
手
前
付

近
の
本
件
道
路
は
、
直
線
で
見
通
し
が
良
く
、
本
件
道

路
は
自
動
車
交
通
量
も
比
較
的
少
な
く
、
か
つ
低
速
で

走
行
す
る
区
間
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
歩
行
者

は
前
方
を
注
視
し
て
歩
行
し
て
い
れ
ば
二
0
m
以
上
手

前
か
ら
で
も
容
易
に
危
険
箇
所
を
予
見
す
る
こ
と
が
で

き
、
こ
れ
を
回
避
し
て
安
全
に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
、
②
歩
行
者
に
安
全
通
行
を
喚
起
す
る
た
め
、

本
件
視
線
誘
導
標
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
③
本
件

撤
去
後
本
件
事
故
が
起
こ
る
ま
で
、
転
落
事
故
が
発
生

し
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
交
通
モ
ニ
タ
ー

(千
葉
県

の
委
嘱
に
よ
り
、
道
路
及
び
付
帯
施
設
の
損
傷
･
危
険

箇
所
等
の
通
報
を
行
う
者
で
あ
る
。)、
勝
浦
市
又
は
墨

名
橋
の
手
前
付
近
の
住
民
か
ら
、
本
件
道
路
の
安
全
性

に
対
す
る
指
摘
、
苦
情
又
は
改
善
要
求
も
な
か
っ
た
こ

と
、
以
上
に
照
ら
せ
ば
、
防
護
柵
の
不
存
在
を
も
っ
て

本
件
道
路
が
上
記
安
全
性
を
欠
く
と
評
価
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

③
争
点
③

｢当
該
瑕
疵
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
｣

に
つ
い
て

(原
告
ら
の
主
張
)

本
件
事
故
は
、
本
件
側
溝
先
端
部
付
近
に
防
護
柵
が

設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
原
因
と
し
て
発
生
し

た
も
の
で
あ
る
。

(被
告
千
葉
県
の
主
張
)

争
う
。
本
件
事
故
は
、
前
方
を
全
く
注
視
し
な
い
と

い
う
、
A
の
不
適
切
な
歩
行
方
法
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

と
本
件
事
故
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
は
な
い
。

④
争
点
④
に
つ
い
て

【略
】

③
争
点
◎
｢損
害

(過
失
相
殺
)｣
に
つ
い
て

(被
告
ら
の
主
張
)

以
下
の
各
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
事
故
に
つ
き
、

A
に
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
。

ア

本
件
事
故
は
白
昼
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
本



件
道
路
は
直
線
の
短
区
間
路
線
で
あ
っ
た
か
ら
、
歩

行
者
の
視
界
は
極
め
て
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
。

イ

本
件
道
路
の
交
通
量
は
少
な
く
、
本
件
視
線
誘
導

標
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
照
ら
し
て
も
、
歩
行

者
が
前
方
を
注
視
す
れ
ば
極
め
て
容
易
に
道
路
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
容
易
に
危
険
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
。

(原
告
ら
の
主
張
)

否
認
な
い
し
争
う
。

三

争
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

主

文被
告
千
葉
県
及
び
被
告
D
は
、
各
自
、
原
告
B
に
対

し
八
七
二
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
支
払
済
み
ま
で
年

五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

被
告
千
葉
県
及
び
被
告
D
は
、
各
自
、
原
告
C
に
対

し
八
七
二
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
支
払
済
み
ま
で
年

五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

原
告
ら
の
被
告
D
及
び
被
告
E
に
対
す
る
請
求
並
び

に
被
告
千
葉
県
及
び
被
告
D
に
対
す
る
そ
の
余
の
請
求

を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

ー

争
点
の
｢本
件
事
故
発
生
の
経
緯

(A
の
転
落
経
路

及
び
事
故
態
様
)｣
に
つ
い
て

の
本
件
事
故
の
直
前
、
A
が
、
原
告
B
に

｢車
が
来
て

危
な
い
か
ら
本
件
左
路
肩
内
に
入
れ
。｣
と
い
う
旨
の

指
示
を
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
A
が
、
同
人
と
原
告

B
が
歩
行
す
る
に
つ
い
て
、
後
方
か
ら
車
が
進
行
し
て

く
る
た
め
、
本
件
道
路
の
左
側
に
寄
っ
て
歩
行
し
な
け

れ
ば
危
険
で
あ
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
A
が
上
記
指
示
を
し
た
際
、
同
人

は
原
告
B
の
前
方
を
歩
い
て
い
た
こ
と
、
原
告
B
は
、

A
の
後
を
つ
い
て
歩
く
つ
も
り
で
、
本
件
側
溝
上
を
歩

い
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
こ
と
に
、
本
件
道

路
に
歩
道
が
な
か
っ
た
こ
と

(上
記

｢争
い
の
な
い
事

実
等
｣
④
ア
を
加
え
て
判
断
す
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な

認
識
を
有
し
て
い
た
A
が
、
本
件
事
故
の
直
前
、
本
件

道
路
の
左
端
に
位
置
す
る
本
件
側
溝
上
を
、
正
規
の
歩

道
の
代
わ
り
と
し
て
歩
行
し
て
い
た
も
の
と
推
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
o

②
次
に
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
は

本
件
自
動
車
が
駐
車
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
本
件
自
動
車
は
通
常
、
墨
名
川
に
そ
の
前

部
を
向
け
て
駐
車
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
本

件
事
故
当
時
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
ほ

か
、
本
件
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
本
件
自
動
車
を
停
め
た
場

合
、
本
件
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
面
積
が
狭
い
た
め
、
駐
車

の
仕
方
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
自
動
車
後
部
が

本
件
側
溝
を
覆
う
形
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
以

上
か
ら
す
れ
ば
、
A
は
、
本
件
自
動
車
の
右
側
を
通
行

す
る
際
、
い
っ
た
ん
本
件
道
路
の
車
道
部
分
に
出
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る

(な
お
、
本
件
自
動
車
後
部
の
左
側

は
被
告
D
ら
の
自
宅
に
ほ
ぼ
接
し
て
い
る
か
ら
、
A
が

本
件
自
動
車
の
左
側
を
通
行
し
た
と
は
考
え
難
い
。)。

@

と
こ
ろ
で
、
本
件
自
動
車
の
前
部
付
近
の
右
側
に
本

件
標
識
柱
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
本
件
標
識
柱
は
車
道

と
左
路
肩
と
の
境
を
示
す
白
線
の
左
端
か
ら
約
一
六
皿

左
の
地
点
に
設
置
さ
れ
て
い
る

(上
記

｢争
い
の
な
い

事
実
等
｣
④
エ
の
た
め
、
歩
行
者
が
本
件
標
識
柱
の
右

側
を
通
行
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
本
件
道
路
の
車
道
部

分
に
は
み
出
し
て
歩
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
、
他
方
、
本
件
標
識
柱
の
左
側
に
は
本
件
側
溝

が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
A
が
前
方
に
墨
名

川
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
同
人
が
、
本
件
自
動
車
を
避
け
て
そ
の
右
側
を
通

行
す
る
た
め
い
っ
た
ん
本
件
道
路
の
車
道
部
分
に
出
た

後
、
本
件
標
識
柱
の
左
側
を
通
行
す
る
こ
と
で
再
び
車

道
部
分
に
は
み
出
す
こ
と
を
避
け
よ
う
と
、
本
件
側
溝

上
に
戻
っ
て
歩
行
を
続
け
た
も
の
と
推
認
で
き
る
。

④
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
事
故
発
生
の
経
緯
は
、
A

が
本
件
側
溝
上
を
ま
っ
す
ぐ
歩
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

本
件
自
動
車
の
後
部
が
本
件
側
溝
を
覆
う
形
で
駐
車
さ

れ
て
い
た
た
め
、
本
件
自
動
車
を
避
け
て
そ
の
右
側
を

通
る
た
め
い
っ
た
ん
本
件
道
路
の
車
道
部
分
に
出
て
歩

行
し
た
が
、
本
件
自
動
車
と
前
方
の
本
件
標
識
柱
の
間

に
人
が
通
れ
る
だ
け
の
す
き
間
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

再
び
本
件
側
溝
上
に
戻
り
、
本
件
標
識
柱
の
左
側
を
通

る
形
で
本
件
側
溝
上
を
歩
行
し
て
い
た
際
に
起
こ
っ
た



通
常
備
え
る
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
も
の
と
認
め

ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
千
葉
県
に
よ
る
本
件
道
路

の
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

③
本
件
道
路
が
見
通
し
の
良
い
直
線
道
路
で
あ
っ
て

も
、
な
お
本
件
側
溝
先
端
部
か
ら
墨
名
川
に
転
落
す
る

こ
と
に
つ
き
通
常
予
想
し
得
る
危
険
が
存
在
し
た
こ
と

は
上
記
②
で
認
定
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
、
側
溝

の
先
端
が
川
に
突
き
出
た
形
で
急
に
途
切
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
通
常
人
の
予
想
を
超
え
た
事
態
で
あ
る
こ

と

(上
記
②
)
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
視
線
誘
導
標
の
設

置
の
み
に
よ
っ
て
本
件
道
路
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て

い
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
仮
に
本
件
事
故
が
起
こ
る
ま
で
、
同
様
の
転

落
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
付
近
住
民
等

か
ら
危
険
で
あ
る
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
本
件
道
路

が
上
記
安
全
性
を
具
備
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
千
葉
県
の
上
記
主
張
は
理
由
が

な
い
。

@
な
お
、
被
告
千
葉
県
は
、
本
件
撤
去
に
つ
き
認
識
を

欠
い
て
い
た
た
め
そ
の
修
復
の
指
示
を
し
な
か
っ
た
旨

主
張
し
、
こ
れ
は
防
護
柵
を
修
復
又
は
設
置
し
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
き
被
告
千
葉
県
に
過
失
が
な
か
っ
た
と
い

も
の
で
あ
り
、
本
件
事
故
の
態
様
は
、
A
が
、
後
方
か

ら
自
動
車
が
進
行
し
て
こ
な
い
か
否
か
、
又
は
原
告
B

が
本
件
道
路
の
左
端
に
寄
っ
て
歩
い
て
い
る
か
否
か
に

注
意
を
取
ら
れ
、
後
方
を
振
り
向
く
な
ど
し
て
前
方
へ

の
注
意
を
欠
い
た
た
め
、
本
件
側
溝
先
端
部
が
墨
名
橋

に
突
出
す
る
形
で
途
切
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、

本
件
側
溝
先
端
部
付
近
か
ら
墨
名
川
に
転
落
し
た
も
の

と
認
め
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。

2

争
点
②
｢本
件
道
路
又
は
墨
名
川
の
設
置
又
は
管
理

に
国
家
賠
償
法
二
条

一
項
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
｣

に
つ
い
て

①
原
告
ら
は
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
道
路
上
に
防
護

柵
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
本
件
道
路
又
は
本
件

河
川
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
に
当
た
る
旨
主
張
す
る

と
こ
ろ
、
本
件
旧
防
護
柵
の
一
部
は
本
件
道
路
の
側
溝

部
分
に
跨
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て

防
護
柵
は
、
道
路
の
交
通
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
え
る
こ
と
、
本
件
事
故

が
、
A
が
本
件
道
路
を
通
行
し
て
い
た
際
に
起
こ
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
ま

ず
、
被
告
千
葉
県
に
よ
る
本
件
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が

あ
っ
た
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。

②
そ
こ
で
検
討
す
る
に
、
本
件
側
溝
が
本
件
道
路
の
左

端
に
位
置
し
、
本
件
道
路
に
沿
っ
て
墨
名
橋
の
手
前
ま

で
ほ
ぼ
ま
っ
す
ぐ
に
延
び
て
い
た
こ
と
及
び
本
件
側
溝

先
端
部
が
墨
名
川
に
突
出
し
た
形
で
急
に
途
切
れ
て
い

た
こ
と
は
上
記
認
定

(｢争
い
の
な
い
事
実
等
｣
④
ア

及
び
イ
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
本
件
側
溝
の
上
を
通

行
す
る
歩
行
者
等
が
、
本
件
側
溝
先
端
部
か
ら
墨
名
川

に
転
落
す
る
危
険
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
本
件
道
路
が
総
幅
員
八
･
一
九
m
と
比
較
的

狭
い
道
路
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
記
認
定

｢争
い
の
な
い
事

実
堂こ
④
ア
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
道
路
に
つ

き
、
本
件
事
故
の
あ
っ
た
日
時
と
同
様
の
平
日
午
前
九
時

か
ら
一
〇
時
の
時
間
帯
の
、
国
道
二
九
七
号
線
方
向
に
向

か
う
自
動
車

(軽
乗
用
車
、
乗
用
車
、
バ
ス
、
小
型
貨
物

車
、
普
通
貨
物
車
)
の
数
は
、
平
成
三

年
当
時
、
一
時

間
平
均
で
一
二
五
台
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
の

後
本
件
事
故
時
ま
で
に
本
件
道
路
の
交
通
量
が
大
幅
に
変

化
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
本
件
道

路
の
左
側
を
国
道
二
九
七
号
線
に
向
か
っ
て
通
行
す
る
歩

行
者
等
か
ら
す
れ
ば
、
平
均
し
て
約
三
〇
秒
に
一
台
の
割

合
で
、
後
ろ
か
ら
自
動
車
が
通
行
し
て
く
る
状
況
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

以
上
に
加
え
、
道
路
に
沿
っ
て
ま
っ
す
ぐ
延
び
て
い

る
側
溝
の
先
端
が
川
に
突
き
出
た
形
で
急
に
途
切
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
通
常
人
の
予
想
を
超
え
た
事

態
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
て
判
断
す
れ
ば
、

上
記
転
落
の
危
険
は
通
常
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
道
路
は
、
公
の
営
造
物
が

う
趣
旨
の
主
張
と
も
解
さ
れ
る
が
、
営
造
物
が
通
常
有

す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
、
こ
れ
に
基
づ



く
地
方
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
を
認
定
す
る
に
当
た
っ

②
そ
し
て
、
A
が
、
本
件
事
故
に
よ
る
傷
害

(上
記

て
は
、
そ
の
過
失
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
と
解
さ
れ

｢争
い
の
な
い
事
実
等
｣
①
)
を
原
因
と
し
て
死
亡
し

る
か
ら
、
被
告
千
葉
県
の
上
記
主
張
は
理
由
が
な
い
。

3

争
点
◎

｢当
該
瑕
疵
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
｣

に
つ
い
て

①
A
は
、
上
記
認
定

(｢争
点
①
に
つ
い
て
｣
)
の
と
お

り
、
本
件
側
溝
が
墨
名
川
に
突
出
し
た
形
で
途
切
れ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
歩
行
し
た
結
果
、
墨
名
川
に

転
落
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
事
故
当
時
、
仮
に
、
本
件
側
溝
先
端

部
付
近
に
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
A
に
お
い

て
防
護
柵
に
気
づ
く
か
、
又
は
防
護
柵
に
体
が
当
た
る

こ
と
に
よ
り
、
転
落
を
回
避
し
得
た
と
認
め
る
こ
と
が

相
当
で
あ
る
か
ら
、
本
件
道
路
の
管
理
に
係
る
瑕
疵

今
争
点
②
に
つ
い
て
｣
②
｣
)
と
本
件
事
故
と
の
間
に

は
因
果
関
係
が
あ
る
。

こ
の
点
被
告
千
葉
県
は
、
本
件
事
故
は
A
の
不
適
切

な
歩
行
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

上
記
瑕
疵
と
本
件
事
故
と
の
間
に
因
果
関
係
は
な
い
旨

主
張
す
る
が
、
仮
に
A
に
前
方
不
注
視
等
の
過
失
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
上
記
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
れ
ば

本
件
事
故
は
防
げ
た
と
の
上
記
認
定
に
照
ら
せ
ば
、
本

件
事
故
が
専
ら
A
の
一
方
的
過
失
の
み
に
よ
っ
て
起
こ

っ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
被
告
千
葉
県
の

上
記
主
張
は
理
由
が
な
い
。

｢争
い
の
な
い
事
実
等
｣
①
)
を
原
因
と
し
て
死
亡
し

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
結
局
、
本
件
道
路
の
管

理
に
係
る
瑕
疵

(｢争
点
②
に
つ
い
て
｣
②
)
と
A
の

死
亡
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

4

争
点
燭
に
つ
い
て

【略
】

5

争
点
◎
｢損
害

(過
失
相
殺
)｣
に
つ
い
て

本
件
事
故
当
時
、
本
件
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
本
件
自
動
車

が
駐
車
さ
れ
て
お
り
、
本
件
事
故
は
、
A
が
本
件
自
動
車

を
避
け
て
そ
の
右
側
を
通
行
す
る
た
め
、
い
っ
た
ん
本
件

道
路
の
車
道
に
出
た
後
、
再
び
本
件
側
溝
に
戻
っ
て
歩
行

し
て
い
た
際
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

(上
記

｢争

点
①
に
つ
い
て
｣
)、
本
件
自
動
車
が
駐
車
さ
れ
て
い
た
場

合
、
本
件
側
溝
上
を
通
行
す
る
歩
行
者
の
前
方
の
視
界
は

あ
る
程
度
遮
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
A
が
本
件
道

路
を
歩
く
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
て
判
断
す

れ
ば
、
本
件
事
故
当
時
、
A
が
、
本
件
自
動
車
の
勝
浦
駅

寄
り
手
前
の
地
点
か
ら
、
本
件
道
路
の
前
方
に
墨
名
川
が

あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
と
直
ち
に

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
件
自
動
車
の
、

勝
浦
駅
か
ら
見
て
手
前
の
地
点
か
ら
で
も
、
前
方
に
墨
名

橋
の
右
側
の
欄
干
は
見
え
る
か
ら
、
A
に
お
い
て
、
川
が

あ
る
こ
と
及
び
本
件
道
路
の
幅
員
が
狭
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
認
識
す
る
こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
ほ
か
、
本
件
自
動
車
の
右
側
を
通
過
し
て
本
件
側

溝
上
に
戻
っ
た
地
点
か
ら
本
件
側
溝
先
端
部
付
近
ま
で
の

距
離
は
約
四
m
程
度
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
本
件
自
動

車
の
右
側
を
通
過
し
て
本
件
側
溝
上
に
戻
っ
た
後
で
あ
っ

て
も
、
本
件
視
線
誘
導
標
の
存
在
も
考
慮
す
る
と
、
同
人

が
前
方
を
注
視
し
て
い
れ
ば
、
本
件
側
溝
先
端
部
が
途
切

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
容
易
に
認
識
が
可
能
で
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
件
事
故
は
日
の
出
後

で
あ
る
午
前
九
時
四
〇
分
こ
ろ
に
起
こ
っ
て
お
り

(上
記

｢争
い
の
な
い
事
実
等
｣
①
)
本
件
事
故
当
日
の
天
候
は

快
晴
で
あ
っ
た
こ
と

(な
お
、
本
件
自
動
車
の
ほ
か
に
同

人
の
視
界
を
遮
る
状
況
が
存
在
し
た
事
情
も
認
め
ら
れ
な

い
。)、
こ
れ
ら
の
事
情
を
総
合
し
て
判
断
す
れ
ば
、
本
件

事
故
に
係
る
A
の
過
失
割
合
を
三
五
%
と
認
め
る
の
が
相

当
で
あ
る
。

6

ま
と
め

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
被
告
千
葉
県
及
び
被
告

D
は
原
告
ら
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
賠
償
法
二
条
一
項

及
び
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
き
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と

こ
ろ
、
本
件
事
故
は
、
被
告
千
葉
県
に
よ
る
本
件
道
路
管

理
の
瑕
疵
及
び
被
告
D
の
本
件
撤
去
行
為
に
よ
っ
て
惹
起

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、被
告
千
葉
県
及
び
被
告
D
は
、

認
定
の
損
害
賠
償
額
に
つ
い
て
、
連
帯
し
て
、
賠
償
責
任

を
負
う
。



当事者の主張及び裁判所の判断のポイント

お
わ
り
に

通
常
有
す
べ
き
安
全
性
の
判
断
は
、
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
た
上
、
具
体
的

個
別
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
営
造

物
の
設
置
管
理
者
に
お
け
る
事
故
回
避
措

置
の
要
否
及
び
可
否
並
び
に
そ
れ
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
の
具
体

的
措
置
の
適
否
が
、
瑕
疵
の
有
無
の
判
断

の
決
め
手
に
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最

近
、
道
路
に
限
ら
ず
公
の
営
造
物
の
設

置
･
管
理
瑕
疵
が
問
わ
れ
る
事
故
が
起
き

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
各
道
路
管
理
者
は

更
に
十
分
な
注
意
を
も
っ
て
管
理
に
あ
た

る
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
る
。

原告の主張 被告の主張 裁判所の判断

争点
(2)

･本件道路又は墨名川に防護柵が
設置されていなかったことは、
本件道路又は墨名川が通常有す
べき安全性を欠いていた。

･歩行者は前方を注視して歩行して
いれば20 m 以上手前からでも容易
に危険箇所を予見することができ、
これを回避して安全に通行するこ
とができた。

･歩行者に安全通行を喚起するため、
本件視線誘導標が設置されていた。

.本件撤去後本件事故が起こるまで、
転落事故が発生したことはなく、
付近の住民等から本件道路の安全
性に対する指摘、 苦情又は改善要
求もなかった。

･本件撤去につき認識を欠いていたた
め、 その修復の指示をしなかった。

･本件側溝の上を通行する歩行者等
が、 本件側溝先端部から墨名川に
転落する危険があったと認められ
る。

･道路に沿ってまっすぐ延びている
側溝の先端が川に突き出た形で急
に途切れているということ自体、
通常人の予想を超えた事態という
べきであることを併せて、 上記転
落の危険は通常予想することがで
きるものであった。

◎本件道路又は墨名川の設置又は
管理には国家賠償法 2 条 1項の
瑕疵がある。

の防護柵の不存在をもって本件道路
が上記安全性を欠くと評価するこ
とはできない。

@ 防護柵を修復又は設置しなかった
ことにつき被告千葉県に過失がな
かった。

@ 本件道路は、 公の営造物が通常備
えるべき安全性を欠いていたもの
と認められ、 被告千葉県による本
件道路の管理には瑕疵があったと
認められる。

@ 本件視線誘導標の設置のみによっ
て本件道路の安全性が確保されて
いたと認めることはできない。

@ 営造物が通常有すべき安全性を欠
いている場合に、 その過失の存在
を必要としない。

争点
(3)

･本件事故は、 前方を全く注視しな
いという、 A の不適切な歩行方法
に起因するものであるから、 防護
柵が設置されていなかったことと
本件事故との間に相当因果関係は
ない。

･本件事故当時、仮に、本件側溝先
端部付近に防護柵が設置されてい
れば、 A において防護柵に気づく
か、 又は防護柵に体が当たること
により、 転落を回避し得たと認め
ることが相当であるから、 本件道
路の管理に係る瑕疵と本件事故と
の間には因果関係がある。

◎本件事故は、本件側溝先端部付
近に防護柵が設置されていなか
ったことを原因として発生した。

◎本件事故は A の不注意によって発
生したものであり、 道路の設置及
び管理に瑕疵はなかった。

◎ A が、 本件事故による傷害を原因
として死亡したことが認められる
から、 結局、 本件道路の管理に係
る瑕疵とA の死亡との間には因果
関係が認められる。
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